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中国人ビザ発給拒否訴訟大詰め
旧日本軍の細菌戦の被害をシンポジウム

で証言してもらおうと、2015年に日本の市

民団体が招待した中国人12人が外務省から

ビザ発洽を拒まれた。この問題で、「『集

会の自由』を妨害された」と、市民団体関

係者が国に1若償を求めた訴訟が、大詰めを

迎えている。国側は訴訟でも入国拒否の理

由をきちんと説明せず、原告らは「政権へ

の待農ではないか」と追及している。
（大村歩）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
「
戦
争
法

の
廃
止
を
求
め
侵
略
と
植
民

地
支
配
の
歴
史
を
直
視
し
ア

ジ
ア
に
平
和
を
つ
く
る
集
い
」
。

市
民
団
体
「
ア
ジ
ア
と
日
本
の

連
帯
実
行
委
員
会
」
が
二
○
一

五
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
三

日
間
、
都
内
で
開
い
た
。
中

国
、
韓
国
の
戦
争
被
害
者
が
証

言
す
る
内
容
だ
っ
た
。

訴
状
な
ど
に
よ
る
と
、
市
民

団
体
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
で
証
言

し
て
も
ら
お
う
と
、
旧
日
本
軍

の
七
三
一
部
隊
が
行
っ
た
細
菌

戦
の
被
害
者
遺
族
や
、
被
害
者

協
会
の
弁
護
士
ら
中
国
人
計
十

二
人
を
招
待
。
団
体
側
の
一
獺

敬
一
郎
弁
護
士
が
、
十
一
月
上

旬
に
在
北
京
日
本
大
使
館
と
上

海
の
総
領
事
館
に
、
十
二
人
の

ビ
ザ
を
申
請
し
た
。

そ
れ
ま
で
は
四
、
五
日
で
出

外
務
省
も

政
権
付
度
？

て
い
た
の
に
、
大
使
館
側
は

「
調
査
中
」
「
本
省
の
指
示
待

ち
」
な
ど
と
引
き
延
ば
し
た
。

同
月
二
十
五
日
に
な
り
「
今
回

は
発
給
し
な
い
」
と
い
う
回
答

が
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
中
国
人
十
二
人
は

来
日
で
き
ず
、
シ
ン
ポ
の
内
容

も
変
更
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受

け
、
市
民
団
体
の
メ
ン
バ
ー

三
人
と
、
入
国
で
き
な
か
っ
た

中
国
人
の
う
ち
三
人
が
、
一
六

年
三
月
に
「
違
法
な
ビ
ザ
発
給

拒
否
に
よ
っ
て
集
会
を
妨
害
さ

れ
た
」
と
し
て
、
国
を
相
手
取

っ
て
宝
皐
地
裁
に
提
訴
し
た
。

訴
訟
は
八
日
に
第
九
回
口
頭

弁
論
を
終
え
、
大
詰
め
。
原
告

側
が
求
め
て
い
る
当
時
の
外
務

省
外
国
人
課
長
と
中
国
・
モ
ン

ゴ
ル
第
一
課
長
ら
三
人
の
証
人

尋
問
を
、
裁
判
所
が
認
め
る
か

が
焦
点
に
な
っ
て
い
る
。
ビ
ザ

発
給
は
外
国
人
課
の
所
管
だ

が
、
発
給
申
請
を
受
け
た
後

に
、
外
国
人
課
が
中
国
・
モ
ン

ゴ
ル
第
一
課
と
協
議
し
て
い
た

こ
と
が
、
同
省
の
内
部
資
料
か

ら
判
明
し
た
た
め
だ
。

当
時
は
安
全
保
障
関
連
法
が

成
立
し
て
か
ら
二
カ
月
ほ
ど

で
、
政
権
を
批
判
す
る
国
民
の

声
も
多
か
っ
た
時
期
。
だ
か

ら
、
発
給
拒
否
の
背
景
に
政
権

へ
の
「
付
度
」
が
あ
る
と
原
告

口頭弁論後に訴訟の今後につ
いて話し合う『ビザ発給拒
否」裁判の原告、弁護士ら＝
東京・霞が関の弁謹直士会食ﾖで

側
は
疑
っ
て
い
る
。

三
人
へ
の
尋
問
で
、
発
給
拒

否
に
至
っ
た
詳
し
い
経
緯
を
追

及
し
よ
う
と
構
え
る
。
原
告
側

弁
護
団
の
浅
野
史
生
弁
護
士
は

「
外
務
省
は
『
課
長
レ
ベ
ル
で

判
断
し
て
い
る
か
ら
政
治
的
意

図
は
な
い
』
と
い
う
理
解
に
苦

し
む
主
張
を
し
て
い
る
」
と
述

べ
る
。一

方
、
外
務
省
は
訴
訟
の
中

で
「
発
給
申
請
を
却
下
し
た
理

由
に
、
シ
ン
ポ
の
趣
旨
へ
の
政

原告ら経緯を追及

治
的
判
断
は
一
切
な
い
」
と
否

定
。
通
常
、
発
給
拒
否
の
理
由

は
明
ら
か
に
し
な
い
の
に
、
今

回
の
訴
訟
で
は
「
日
本
国
内
で

身
元
を
保
証
す
る
人
に
、
保
証

能
力
が
な
い
」
こ
と
だ
っ
た
と

説
明
し
た
。

原
告
の
一
人
で
、
一
橋
大
名

誉
教
授
の
田
中
宏
氏
は
首
を
か

し
げ
る
。
「
保
証
人
は
、
過
去

何
十
人
も
の
外
国
人
の
保
証
人

を
引
き
受
け
て
き
た
一
獺
弁
護

士
。
問
題
は
ま
っ
た
く
な
い
。

苦
し
紛
れ
に
め
ち
や
く
ち
ゃ
な

こ
と
を
言
っ
て
い
る
」

原
告
で
「
村
山
首
相
談
話
を

継
承
し
発
展
さ
せ
る
会
」
理
事

長
の
藤
田
高
景
氏
は
、
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
名
に
「
戦
争
法
」
の
言

葉
が
入
っ
て
い
た
こ
と
が
、
拒

否
の
理
由
と
み
る
。

「
安
全
保
障
関
連
法
を
『
戦

争
法
』
と
呼
ぶ
こ
と
を
極
端
に

嫌
う
安
倍
晋
三
首
相
に
外
務

官
僚
が
付
度
し
て
、
発
給
を
拒

否
し
た
の
で
は
な
い
か
。
明
ら

か
な
集
会
つ
ぶ
し
だ
。
森
友
。

加
計
両
学
園
の
モ
リ
カ
ケ
問

題
が
発
覚
す
る
前
か
ら
、
安
倍

政
権
は
付
度
が
鐵
魑
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
」
と
語

る
。


